
＜別紙＞ 

令和３年１２月１５日 

 

会計年度任用職員の給与決定制度の見直しに係る細部事項 

 

１．１時間あたりの報酬単価について 

   ○職員の給与に関する条例第 27条に準じて算出する。 

○ただし、算出に係る休日数については、直近 10年（R元を除く H23～R3年度）の平 

均値（17日）とする。 

   〔参考〕 

(給料月額＋地域手当）×12月 ÷ （38.75時間 × 52週 － 17日 × 7.75時間） 

 

２．見直しにより改正となる報酬単価について 

（１）非常勤作業員（時間額） 

 ・基礎（１年未満）と上限（８年以上）を設定した後、毎年、均等に報酬単価が引 

き上がるよう設定する。 

区 分                          現行 

見直し後 

適用 
給料表 

経験年数 常勤職員の 
初任給基準 
〔上限〕 1年未満 1～2年 2～3年 3～4年 4～5年 

事務・技術 

補助員 

992

円 
行政職 

1,030円 1,038円 1,046円 1,054円 1,062円 

1級 9号給 5～6年 6～7年 7～8年 8年以上 － 

1,070円 1,078円 1,086円 1,094円 － 

施設管理員、

調理員 

992

円 

技能 

労務職 

1年未満 1～2年 2～3年 3～4年 4～5年 

1級 13号給 
992円 995円 998円 1,001円 1,004円 

5～6年 6～7年 7～8年 8年以上 － 

1,007円 1,010円 1,013円 1,017円 － 

 

  （２）非常勤嘱託員（時間額） 

 ・加算対象となる経歴等を報酬単価設定の段階で考慮すると、上限となる初任給基 

準号給に達するため、単一の報酬単価として設定する。 

区 分                          現行 
見直し後 

適用給料表 報酬単価 常勤職員の初任給基準〔上限〕 

電話交換手、調理師 992円 技能労務職   1,080円 1級 21号給 

保健師、ケースワーカー 1,312円 行政職 1,334円 1級 29号給 

薬剤師 1,354円 行政職 1,450円 1級 39号給 

看護師 1,312円 行政職 現行どおり 1級 25号給 

検査技師 1,354円 行政職 現行どおり 1級 25号給 

栄養士 1,354円 行政職 現行どおり 1級 29号給 

心理士 1,551円 行政職 現行どおり 1級 29号給 

音楽指導員 1,338円 行政職 現行どおり 1級 29号給 

 



３．職種の整理 

○調理員と調理師 

・資格が不要な調理員を想定し非常勤作業員として単価設定してきたところ、調理員

と調理師で初任給基準が異なることから、見直しにあわせて資格が不要な調理員を

非常勤作業員（職名変更）、資格が必要な調理師を非常勤嘱託員（新規追加）とし

て設定する。 

 

４．今後の報酬単価改定 

○今後は、本見直しの考え方のもと、人事委員会勧告等を踏まえ、報酬単価の改定を

行う。 

○施設管理員等の報酬単価が、最低賃金となっていることから、最低賃金が見直され

た場合は、これまでどおり報酬単価の改定を行う。 

 


